
2023 年 12 月 

お客さま各位 

みずほ証券株式会社 

 

「最良執行方針」の改定および 

法人のお客さま向け「最良執行方針」の新規制定について 

 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 

さて、金融商品取引法等の改正に伴い、原則、個人のお客さまに対して、「より価格を重視

した最良執行方針とするか、価格以外を重視した最良執行方針とするか、およびその理由」

を公表することとなりました。 

当社では、2024 年 1 月から、「最良執行方針」について以下の通り対応します。 

 

① 現在の「最良執行方針」の改定 

【主な改定内容】 

個人のお客さまや主に営業部店の担当者とお取引をいただいている法人のお客さまに

ついては、「より価格を重視した最良執行方針」とするため、SOR※を導入する方針です。 

しかしながら、システム導入にあたっては開発等に相応の時間を要するため、導入までの

期間については、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな

要素を総合的に勘案し注文を執行することを、「最良執行方針」に明記します。 

 

※「Smart Order Routing」の略称で、複数の金融商品取引所市場等から最良価格がある

市場を自動的に選び、注文を執行する方法をいいます。 

 

② 当社グローバルマーケッツ部門とお取引の法人のお客さま向け 

「最良執行方針」の新規制定 

 

新規制定の「最良執行方針」の内容は、＜こちら＞のファイルをご確認ください。 

 

 

 

 

https://www.mizuho-sc.com/information/pdf/20231219_best_execution_Policy_2.pdf


「最良執行方針」新旧対照表 

 

(下線部変更箇所) 

新（改定後） 旧（現行） 

2024 年 1 月 2020 年 9 月 28 日 

3.当該方法を選択する理由 

・上場株券等 

金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中

しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定

可能性、取引のスピード等の面で優れていると考え

られ、ここで執行することがお客さまにとって最も

合理的であると判断されるからです。 

また、複数の金融商品取引所市場に上場されている

場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取

引所市場において執行することが、お客さまにとっ

て最も合理的であると判断されるからです。 

複数の金融商品取引所市場等から最良価格がある

市場を自動的に選び、注文を執行する「SOR」

（Smart Order Routing の略称）については、よ

り価格優先での取引が期待できることから、2025

年を目途に導入する予定です。システム導入にあた

っては開発等に相応の時間を要するため、導入時期

確定後、改めて最良執行方針の改定内容をお送りし

ます。なお、導入までの期間については、現行の最

良執行方針に則り、価格のみならず、例えば、コス

ト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総

合的に勘案し注文を執行します。 

3.当該方法を選択する理由 

・上場株券等 

金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中

しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定

可能性、取引のスピード等の面で優れていると考え

られ、ここで執行することがお客さまにとって最も

合理的であると判断されるからです。 

また、複数の金融商品取引所市場に上場されている

場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取

引所市場において執行することが、お客さまにとっ

て最も合理的であると判断されるからです。 

（新設） 

4.その他 

（1）次に掲げる取引については、2.に掲げる方法に

よらず、それぞれ以下の方法により執行いたしま

す。 

①お客さまから執行方法に関するご指示（当社が自

己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金

融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご

希望、ご注文数量の一括執行の必要性等）があった

取引 

当該ご指示いただいた執行方法 

②投資一任契約等に基づく執行 

当該契約等においてお客さまから委任された範囲

内において当社が選定する方法 

（削除） 

 

 

③取引約款等において執行方法を特定している取

引当該執行方法 

4.その他 

（1）次に掲げる取引については、2.に掲げる方法に

よらず、それぞれ以下の方法により執行いたしま

す。 

①お客さまから執行方法に関するご指示（当社が自

己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金

融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご

希望、ご注文数量の一括執行の必要性等）があった

取引 

当該ご指示いただいた執行方法 

②投資一任契約等に基づく執行 

当該契約等においてお客さまから委任された範囲

内において当社が選定する方法 

③当社が提供する注文付け合せシステムを利用する

場合において執行方法を特定している取引当該執

行方法 

④取引約款等において執行方法を特定している取

引当該執行方法 



④当社が取り扱う単元未満株の取引 

単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に

取り次ぐ方法 

⑤複数市場に上場している上場株券等の期日指定

注文（特定の指定日まで継続される注文）は、当該

期日指定注文の当初の選定市場が注文として継続

されるため、注文約定時の選定市場と異なる場合が

あります。 

⑥信用取引の制度信用銘柄につきましては、その制

度上新規建てと反対売買を同一市場で行うことを

前提としている仕組みであるため、反対売買を行う

時点で選定市場が変更されていた場合でも、新規

建てと同一市場で反対売買を執行いたします。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦海外の金融商品取引所と国内の金融商品取引所

に重複上場している上場外国株券等で、海外の保管

機関等に保管されているものの売却注文は、海外

の金融商品取引所に取り次ぐ取り扱いとなります。 

（2）システム障害等により、やむを得ず、最良執行方

針に基づいて選択する方法とは異なる方法により

執行する場合があります。その場合でも、その時点

で最良の条件で執行するよう努めます。 

⑤当社が取り扱う単元未満株の取引 

単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に

取り次ぐ方法 

⑥複数市場に上場している上場株券等の期日指定

注文（特定の指定日まで継続される注文）は、当該

期日指定注文の当初の選定市場が注文として継続

されるため、注文約定時の選定市場と異なる場合が

あります。 

⑦信用取引の制度信用銘柄につきましては、その制

度上新規建てと反対売買を同一市場で行うことを

前提としている仕組みであるため、反対売買を行う

時点で選定市場が変更されていた場合でも、新規

建てと同一市場で反対売買を執行いたします。 

⑧注文の全部または一部について当社を相手方と

する方法または他のお客さまの注文と対当させる

方法により、金融商品取引所市場外売買取引または

金融商品取引所市場立会外売買取引で成立させる

ことを予め当社と合意いただいている適格機関投

資家およびこれに相当する外国の法人のお客さま

の注文については、注文の数量が大きい場合や注

文形態が多様である場合があるため、価格面と執行

スピードおよび執行可能性等の観点で、お客さまに

とって最良の条件と考えられる場合には、自己や他

のお客さまを相手方として金融商品取引所市場外

売買取引または金融商品取引所市場立会外売買取

引にて取引を成立させる場合があります。 

⑨海外の金融商品取引所と国内の金融商品取引所

に重複上場している上場外国株券等で、海外の保管

機関等に保管されているものの売却注文は、海外

の金融商品取引所に取り次ぐ取り扱いとなります。 

（2）システム障害等により、やむを得ず、最良執行方

針に基づいて選択する方法とは異なる方法により

執行する場合がございます。その場合でも、その時

点で最良の条件で執行するよう努めます。 

 

以 上  


